














２ 事業概要等

１ 事業の目的

地域若者サポートステーション事業

令和６年度当初予算 45.9億円 令和６年度補正予算 4.8億円

就労に当たって困難を抱える若者等（15～49歳の無業の方）が充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人材となるよう、

地方公共団体と協働し、職業的自立に向けた就労支援を実施することを目的とする。

実施主体

キャリアコンサルタントによる相談内容等を踏まえ、個別の支援計画を作成。

コミュニケーション訓練、ビジネスマナー研修、就活セミナーなど、利用者の個別ニーズを踏ま

えた様々なプログラムを実施。

オンラインによる個別相談等も可能。

高校・ハローワーク等の関係機関と連携し、就労を希望する中退者等の把握、サポステ職員が学

校や自宅等へ訪問するアウトリーチ支援を実施（学校と連携した支援）。

OJTとOFF-JTを組み合わせた職場体験プログラムを実施。体験終了後は、職場体験実施事業所等

での就労に向けた支援を実施。

合宿形式を含めた集中訓練プログラムを実施し、生活習慣の改善、コミュニケーション能力の向

上、ビジネスマナーの習得などを集中的に支援。

就職後、職場への定着・ステップアップに向けたフォローアップ相談を実施。

地域の関係機関（福祉機関等）とネットワークを形成し、連携（必要に応じて相互にリファー）。

支援内容
都道府県労働局がNPO法人等の民間団体に委託。令和５年度177か所（全都道府県に設置）。

地方公共団体は、サポステが入居する施設の無償貸与や減免措置、地方公共団体の広報誌等におけるサポステの広報など、地域の実情を踏まえた措置を実施。

一般
会計

労働保険特別会計
徴収雇用労災

３/107/10

人材開発統括官若年者・キャリア形成支援担当参事官室
（内線5937）



○ 令和５年３月卒の新規学卒者等の就職率は概ねコロナ禍前の水準まで改善しているが、一方で、中小企業における若年者の人

材確保難や早期離職問題も顕在化しているほか、家庭・経済環境の問題や心身の不調といった深刻な課題を抱えた学生も一定数

存在している。

○ このような中で、就職に困難な課題を抱える新規学卒者等の状況に即した的確な対策を重点的に講じることにより、新規学卒

者等の安定就職と企業の人材確保を強力に推進する。

３ 実施主体等２ 事業の概要・スキーム

１ 事業の目的

令和６年度当初予算 87.1億円

（55箇所）新卒応援ハローワーク

担当者制によるきめ細かな個別支援、面接指導の実施等
学校担当者制による出張相談・セミナーなど大学等と連携した支援
新卒者等向けの求人開拓の積極的な実施
事業者及び労働者に対する就職後の定着支援 など

就職支援ナビゲーター （1,267人）

ハローワーク

新卒応援

ハローワーク

学校

企業

連携

正社員就職

求人開拓
定着支援

個別支援
セミナー等

就職活動に
不安を抱える
学生等

一般
会計

労働保険特別会計
徴収雇用労災

１/10９/10

新規学卒者等への支援の充実

令和４年度実績：就職支援ナビゲーターの支援による正社員就職者数 16.1万人

学卒・若者定着支援

（ 1 , 1 7 6 人 ）

連携支援
（ 9 1 人）

・就職活動に不安を抱える学生等への支援

・早期離職のリスクを抱えた学生等への支援

・企業に対するマッチング支援

・コミュニケーションに課題を抱える等、就職活動に
特に支援を要する学生等への支援

人材開発統括官若年者・キャリア形成支援担当参事官室
（内線5337）



２ 事業の概要・スキーム・実施主体等

１ 事業の目的

フリーター等に対する就職支援 人材開発統括官若年者・キャリア形成支援担当参事官室
（内線5337）

令和６年度当初予算 24.4億円

○ フリーターは減少傾向にあるものの依然として全国で約132万人（令和４年）存在している。フリーターは収入やキャリア形成、社会

保障など様々の面で課題があり、フリーターの長期化は経済社会全体にも影響を及ぼしかねない。

○ また、正社員として就職したが早期に離職する等、不本意な非正規雇用を続ける若年者も一定程度存在している。

○ そのため、正社員就職を希望するおおむね35歳未満の求職者であって、フリーターを始めとした臨時的・短期的な就業や失業状態を

繰り返す等不安定就労の期間が長い方や、非正規雇用の就業経験が多い方、正社員就職後短期間で離職した方などについて、「わかもの

ハローワーク」等を拠点とした支援を実施する。

わかもの
ハローワーク
（21カ所）

就職支援ナビゲーター
（学卒・若者支援分）
若年者の採用・就職活動に
精通した専門の相談員

初回利用時のプレ相談の実施

担当者制によるマンツーマンでの個別指導

正社員就職に向けた就職プランの作成、

職業相談・職業紹介

正社員就職に向けたセミナー、

グループワーク等の各種支援メニュー

就職後の定着支援の実施 等

フリーター等

定着支援に係る相談

重点的な事業所への訪問、定着支援の個別指導

人材確保が困難な中小企業に対するマッチング推進

企業

わかもの
支援コーナー等
（200カ所）

正社員就職

一般
会計

労働保険特別会計
徴収雇用労災

○

令和４年度実績：ハローワークにおけるフリーター等の正社員化数 10.4万人





＝窓口事業の概要 令和6年度予算額2842956 (2762767)千円|

●少子高齢化が急速に進展する中、労働力人口が減少し、高年齢者の労働力の活用が重要な課題となっているが、高年齢者は一旦離職する
と、その他の年齢層に比べ再就職は難しく、失業が長期化し、生活保護に頼らざるを得ない状況に陥るおそれがある。

•また、高齢期における就業ニ ーズは多種多様であり、年金等の受給状況等も考慮しながら就労支援を行う必要があり、ハロ ー ワ ー クにお
ける一般的な職業相談・職業紹介においては、十分な対応が困難な場合がある。

•そこで、概ね60歳以上の高年齢求職者を対象として、就労経験や就労ニ ーズ等を踏まえた職業生活の再設計に係る支援や生涯現役支援
チ ームによる就労支援等を行う生涯現役支援窓口 事業を実施する。

一
●支援対象者等：全国300箇所のハロ ー ワ ー クにおいて、概ね60歳以上の高齢求職者のうち、長期失業高年齢求職者、離転職を繰り返す者

及びその他公共職業安定所長・事業担当責任者又は相談窓口職員がチーム支援を受けなければ就労が困難であると判断した者 等
●主な支援内容：

・高齢期の生活を踏まえた職業生活の再設計や年金受給者である求職者の職業生活に係る相談・援助
・高齢求職者向け求人情報の開拓・提供(65歳以上が就業可能な短時間の求人開拓を強化）
・シルバ一人材センタ ーとの連携した軽易な就業等に関する情報の 提供
・地方自治体と連携した高年齢者支援の実施

塁塁三芦：公溢g,IS 等

2 占
【就労•生活支援アドバイザー 174人】

く主な支援業務＞
●個々のニーズ等を踏まえた「生涯設計就労プラン」策定
•キャリア ・ コンサルティング、生活設計に係るガイダンス、

就労後のフォロ ーアップの実施
●職場見学 ・職場体験 ・ セミナー等の実施に係る企画調整 等
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|シルバー人材センター事業 令和6年度予算額 15681 735千円|

臨時的・短期的または軽易な就業（＊）を希望する高年齢者に、 シルバ 一 人材センタ ー が就業機会を提供

0 シルバー人材センターの概要（令和5年度）
団体数1,309団体、会員数67.7万人（男性44.0万人・女性23.6万人）、平均年齢74.8歳、月平均収入3.9万円

一疇言葺し
シルバ一人材センター

〇 仕事の発注

゜ 料金支払い

-.:, c .. 

,臨時的・短期的または軽易な就業
を希望する概ね60歳以上の高年齢者

（シルバ一人材センター会員）
0 シルバー人材センターが扱ラ仕事
介護施設・育児施設・スーパー マーケット等への派遣、
福祉・家事援助サー ビスや清掃、自転車置き場管理、公園管理、植木剪定

｀ 賃金 ・ 配分金
h事の霊7•疇
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企業、 家庭、 官公庁
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＊ おおむね月10日程度以内、または、1週間当たりの就業時間が20時間を超えない就業







|生涯現役地域づくり環境整備事業の概要 令和6年度予算額546354(616942)千円］

一
・ 令和3年4月施行の改正高齢法により、 65歳までの雇用確保措置の義務を上回る70歳までの「就業確保措置」が努力義務となるなど人

生100年時代を迎える中、 働く意欲がある高年齢者がその能力を発揮し活躍できる環境整備を図る必要がある。
・ 企業内での雇用のほか、 高年齢者のニ ーズに応じ地域において高年齢者が活躍できる多様な雇用・就業機会を創出し、 多様な働く場を整

備していく取組を促進するため、 地域で既に定着している地域づくりの取組との連携の一層の緊密化を図り、 地域ニ ーズを踏まえた高年
齢者の働く場の創出の取組が持続していくことが可能なモデルづくりや他の地域への展開を推進する事業を実施することとする。

一
(1)多様な雇用・就業機会の創出、 持続可能なモデルづ り等（生涯現役地域づ り環境整備事業） 【委託事業】

・ 地域福祉や地方創生等において形成された地域づくりの既存プラットフォ ーム機能に高年齢者等への就労支援の機能を付加する仕組みの
実証等を通じて、 地域の産業・人口構造によって異なる高年齢期の就業ニ ーズをきめ細やかに捉えた多様な雇用・就業機会を創出し、 地
域の関係機関のネットワ ー クにより高年齢者の活躍が地域課題の解決につながる好循環を生み出す取組を展開するとともに、 試行的に民
間等からの資金調達に取り組むことにより、 事業終了後も各地域における取組が持続可能なモデルづくりを行う。

(2) 事例収集、 実施状況の評価、 情報交換会の開催等（生涯現役地域づ り普及促進事業） 【委託事業】
・ 環境整備事業の取組が効果的なものとなるよう、 環境整備事業を受託する各協議会へ伴走型の支援を行うとともに、 環境整備事業におい

て実施される取組や成果を他地域にも普及していくために必要な運用上及び政策上の知見をとりまとめる。

l 事業スキーム ）
0生涯現役地域づくり環境整備事業（畢大3年度間）

： ⇔| 多閉霜．g:：塁竺霊｀ 月［唸翌忠贔

邑 l 、ロローロロ

協議会

疇
働

省

0報告
0相談
0情報交換会

0取組内容及び効果の分析・評価
0助言
0ノウハウの集積

0生涯現役地域づくり普及促進事業【委託先：民間企業等】
事例収集、実施状況の評価、情報交換会の開催等を実施

【協議会の構成等】

課題・情報共有、 協議、 事業実施

大学・研究

機関等

金融機関

社会福祉協議会
NPO 

経済団体

（商I会議所等）

地方公共団体

（市町村等）

シルバー 人材

センタ ー

その他

労使関係者
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| 教育訓練給付の拡充

〇 厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・修了した場合にその費用の一部を支給すること（教育訓練給付）を通じて、 労働

者の学び直し等を支援している。

0 個人の主体的なリ ・ スキリング等への直接支援をより 一層、 強化、 推進するとともに、 その教育訓練の効果（賃金上昇や再

就職等）を高めていく必要がある。

0 教育訓練給付金の給付率の上限を受講費用の70％から80％に引き上げる。 【法律事項】

・ 専門実践教育訓練給付金（中長期的キャリア形成に資する専門的・実践的な教育訓練講座を対象）について、 教育訓練の

受講後に賃金が上昇した場合、 現行の追加給付に加えて、 更に受講費用の10%（合計80%)を追加で支給する。 【省令】

• 特定一般教育訓練給付金（速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練講座を対象）について、 資格取得

し、 就職等した場合、 受講費用の10%（合計50%)を追加で支給する。 【省令】

く施行期日＞2024（令和6)年10月1日

【参考】現行の対象資格·講座の例

〈改正前〉 〈改正後〉 専門実践教育謂練給付金

専門実践 特定一般 専門実践 特定一般 ・医療・社会福祉・保健衛生関係の専門資格（看護

師、 介護福祉士等）

本体給付 50% 40% 本体給付 50% 40% ・デジタル関連技術の習得講座（データサイエン

ティスト養成コ ース等）
追加給付①

20% 
（資格取得等）

追加給付①
20% 10% 

（資格取得等）
・専門職大学院 等

追加給付②
（賃金上昇）

追加給付②
10% 

（賃金上昇）
特定一般教育謂練給付金

最大給付率 70% 40% 最大給付率 如 50% 
・運転免許関係（大型自動車第一種免許等）

・医療・社会福祉・保健衛生関係の講座（介護職員
初任者研修等） 等
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